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【指導・教育 関係】             担当 山下 飯島      電話 055-262-4422 

 

自動車重量税・自動車取得税の減免措置について 
 

《環境性能に優れた自動車の取得・継続保有に対する「自動車重量税」「自動車取得税」が免除・

軽減されます。》 

 

「自動車重量税」：平成２１年４月１日～平成２４年４月３０日まで 

○次世代自動車＊の新規検査、継続検査等（当該期間内に最初に受ける検査 1回分に限る）に係る

自動車重量税が「免税」されます。 

○低燃費・低排出ガス認定車における新規検査、継続検査等（当該期間内に最初に受ける検査 1回

分に限る）に係る自動車重量税が「軽減」されます。 

 

「自動車取得税」：平成２１年４月１日～平成２４年３月３１日まで 

○次世代自動車＊の新車取得時における自動車取得税が「免税」されます。 

○新車以外の次世代自動車＊の取得時における自動車取得税が「軽減」されます。 

○低燃費・低排出ガス認定車の新車取得時における自動車取得税が「軽減」されます。 

 

＊【次世代自動車】電気自動車（燃料電池自動車を含む）、プラグインハイブリッド自動車、ク

リーンディーゼル自動車、ハイブリッド自動車、天然ガス自動車 

 

つきましては、減免措置の適切な実施について下記により十分留意して頂くとともに、減免措置

対象車一覧表等の活用をお願い致します。 

 

記 

１．環境性能に優れた自動車に対する自動車重量税及び自動車取得税の時限的減免措置の適切な

実施について 

   国土交通省自動車交通局技術安全部整備課長 周知文書(平成２１年３月２７日付) 

          （別添１） 

２．「自動車重量税・自動車取得税の減免措置対象車一覧表」（３月２７日付 １冊郵送） 

 ３．重量税等減免対象車の確認手順                      （別添２） 

  

４．問い合わせ先一覧表（各メーカー等）                （別添３） 

 

５．減免措置対象車一覧表（冊子）正誤表                （別添４） 

 ６．「エコカー・減免税に関するＰＲ用チラシ」      ３月２７日付 １枚郵送） 

 

※ 重量税・取得税減免措置関連資料 

（特例の概要、対象車両一覧、正誤表、重量税等減免対象車の確認手順、自動車重量税税額表、

メーカー等の問い合わせ先一覧表、エコカー減免に関するチラシ等） 

 ○振興会ＡＭＳホームページ→会員ページ→振興会からのお知らせ 

 ○国土交通省ホームぺージ→「国土交通省の政策」自動車交通→（左側に並んでいるリンクバー

自動車重量税・自動車取得税の減免措置について 
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の一番上）→「自動車重量税等の減免について」 

 ○日整連ホームページ→トップページより国土交通省「自動車重量税等の減免」ページへリンク 

 

 

（別添１） 

社団法人 日本自動車整備振興会連合会 

会 長  坪 内  協 致 殿 

 

国土交通省自動車交通局技術安全部 

整備課長 和迩 建二 

 

 

環境性能に優れた自動車に対する自動車重量税及び自動車取得税の 

時限的減免措置の適切な実施について              

 

 このたび所得税法等の一部を改正する法律（租税特別措置法の一部改正）及び地方税法等の一部

を改正する法律が成立したところでありますが、「環境性能に優れた自動車に対する自動車重量税

及び自動車取得税の時限的減免措置」が盛り込まれているところ、貴団体傘下の事業者に対し、下

記の点について十分留意するようご指導いただき、その実施に万全を期すこととされたい。 

 

記 

① 事業者等が新規・継続検査等に係る業務を行う際には、（社）日本自動車工業会において作

成された減免措置対象車一覧表（以下、「一覧表」とする。）等を活用し、個別の車両に係る減

免の適用の有無、税額等について適切に判断すること。 

② 個々の車両について、減免の適用の有無、税額等について判断が困難な場合には、一覧表に

記載された問い合わせ先に問い合わせること等により、正確な判断を行うよう努めること。 

③ 事業者等が新規・継続検査等に係る業務を行う際には、本減免措置の適用の有無、税額等に

ついて適切に車両の使用者等に知らせること。 
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（別添３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1

別添４ 
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検査コース内における多重衝突事故について（注意喚起） 

 

平成２１年２月１３日に多摩事務所の検査コースにおいて、受検者（認証工場）が検査コース入

口の停止線まで移動しようとしたところ、ブレーキとアクセルの操作を誤り検査中の車両２台を巻

き込む多重衝突事故が発生しました。 

 自動車検査独立行政法人といたしましては、機会ある毎に事故防止対策を行っておりましたが、

かかる事態の重要性から更なる事故防止対策を行いたいと考えております。 

 事業場におかれましても、同種事故の再発防止のために確実な運転操作及び受検要領を守って頂

きますようお願いします。 

 

 

事業場管理責任者等基礎講習会開催のお知らせ 

 

 指定自動車整備事業において、新たに事業場管理責任者等に選任された方及び選任予定の方、事

業場管理責任者の職務を長期離れていた方、再度講習の必要性を感じている方を対象として、下記

のとおり講習会を開催致します。 

記 

◇受付期間 平成２１年４月６日（月）～５月１日（金） 

◇開催日時 平成２１年５月２０日（水） 受付 13:00～    講習 13:30～17:00   

◇場  所 (社)山梨県自動車整備振興会 大講堂 

◇講習費用 ２,０００円 

◇申込方法 巻末申込書にご記入のうえ、振興会までＦＡＸにてお申し込み下さい。 

      ＦＡＸ ０５５－２６３－４４２０ 

 

 

騒音計検定のお知らせ（指定工場の皆様へ） 

 

 標記検定が下記により実施されます。 

指定整備工場においては、騒音計有効期間（前回検定から５年間）の確認を行い、該当する場合

は必ず検定を受けられますようお知らせいたします。 

検定の有効期限を越えてしまいますと、指定整備が行えませんのでご注意下さい。 

記 

◇日 時  平成２１年５月２７日（水）１０：００～１５：００ 

                        (受付 １０：００～１４：００) 

◇場 所  整備振興会 実習場 

◇実施者 （財）日本品質保証機構 計量計測センター 

        ＴＥＬ ０３－３４１６－５５６２  

◇検定料  １９,１００円 

 

 

 

 

自動車検査独立行政法人からのお知らせ 

事業場管理責任者等基礎講習会開催のお知らせ 

騒音計検定のお知らせ（指定工場の皆様へ） 
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③
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知
人

⑥
そ
の
他

無
回
答

 

 

１４回目となる中小企業組合まつりが開催されました。展示・販売・実演・体験などを通して、

多様で活力にあふれる中小企業の事業活動を、広く県民にアピールすることを目的に開催されまし

た。 

当組合も青年部の協力を頂き、自動車使用者の保守管理責任意識の高揚と点検整備の必要性を呼

び掛けや、こども１１０番事業のＰＲをしました。 

当日は多くのユーザーがブースを訪れ大盛況となりました。 

 

◇日 時 平成２０年３月８日（日）９：００～１６：００ 

◇場 所 アイメッセ山梨（甲府市大津町） 

◇内 容 １）自動車点検・整備推進ＰＲ 

２）「こども１１０番のお店」ぬりえコーナー 

３）「てんけん君」「せいびちゃん」の着ぐるみによる各種ＰＲ 

４）マイカー点検教室（青年部） 

５）ユーザーアンケート（青年部） 

６）エアバック展開実演（青年部） 

７）タイヤ交換・バッテリー上がり対処法（青年部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                

 
『車ふれあいまつり’2008』アンケート調査の結果報告 

 
平成２０年１０月４日（土）にアイメッセ山梨において開催されました「車ふれあい祭り‘２０

０８」には、会員・組合員の皆様多数のご協力により大盛況のうちに終了することができました。

ご協力ありがとうございました。 

当日、来場ユーザーに対し実施致しましたアンケート調査の結果を報告致します。 

 

１．「車ふれあい祭り」を何で知りましたか？ ２．どなたとおいでになりましたか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中小企業組合まつりに参加しました 

『車ふれあいまつり’２００８』アンケート調査の結果報告 

ぬりえコーナー 整備推進ＰＲブース 
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12

甲府市
中央市
甲斐市
昭和町
北杜市
韮崎市
南アルプス市市川三郷町
増穂町
鰍沢町
身延町
南部町
笛吹市
山梨市
甲州市
富士吉田市
富士河口湖町山中湖村
忍野村
大月市
都留市
西桂町
上野原市
札幌市
高松市
長野県
無回答

３．「車ふれあい祭り」は、いかがでしたか？ ４．次回もこのようなイベントがありましたらお

いでいただけますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．性別                  ６．年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．住所 
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指定整備事業協議会委員会が開催されました 

 

◇日 時  平成２１年３月１１日(水) １５：００～１７：００ 

◇場 所  振興会会議室   

◇出席者    雨宮会長、小澤副会長、榎原副会長、渡辺委員、宮坂委員、田口委員、 

      大木委員、塩沢委員、小林委員、小池委員、石原委員 

◇会議事項 

 （１）リース車の整備依頼における現状と対策について 

 （２）入庫率向上対策について 

 （３）オパシメーター導入対応について 

 （４）その他 

 

 

 

 

 

「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成１４年国土交通省告示第６１９号）」を一部

改正し、特定の医療機関が使用する緊急自動車（重度の傷病者でその居宅において療養しているも

のについて、いつでも必要な往診を行うことができる体制を確保している医療機関が、当該傷病者

について必要な緊急の往診を行う医師を当該傷病者の居宅にまで輸送するために使用する自動車）

を、道路運送車両の保安基準上で緊急自動車である緊急自動車として取り扱い、その車色は白色に

限定しないこととし、平成２１年４月１日から施行されました。 

 なお、当該自動車は緊急自動車であることを他の交通に示すことができる警光灯及びサイレンを

備える必要があります。 

 

 

 

 

 
自動車検査員資格を取得するための教習が、下記により実施されますのでお知らせします。 

 

◇受付期間  平成２１年５月１１日（月）～５月１５日（金）まで 

◇教習日程  平成２１年６月下旬～７月初旬（４日間）予定 ９：００～１７：００ 

◇試 問 日  平成２１年７月７日（火） 

◇教習受講資格 

「指定自動車整備事業業務取扱要領」第１１条に定める者（教習開始日の前日にお

いて、整備主任者として１年以上の実務経験を有する者）であって、次の各号の

一に該当する者。 

（１）指定自動車整備事業の指定を受けている事業場に従事している者 

（２）指定自動車整備事業の指定を受けようとしている事業場に従事している者 

（３）上記（１）及び（２）に勤務を予定している者。 

なお、直近の整備主任者法令研修（平成２０年１０月に実施済）を受講していること。 

◇教習会場  整備振興会 

◇申請書類  ①申請書２枚（申請書は振興会指導・教育部門窓口に用意します。） 

振興会ホームページ（http://www.ams.or.jp）の会員ページからもダウンロー

平成２１年度第１回自動車検査員教習が実施されます 

「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」の一部改正について 

（緊急自動車の車体色） 

指定整備事業協議会委員会が開催されました 
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ドできます。 

②写真 ２枚（４cm×３cm）申請書に貼付 

③はがき３枚（申請書の氏名・郵便番号・住所を記入） 

④自動車整備技能者手帳（法令研修の受講を確認します） 

◇資料代  １９，０００円 

※資料代は関係法令の改正等により追加・変更する場合があります。 

       ※平成１９年度第２回、平成２０年度第１回・２回の教習を受講された方で、今回

試問のみを受験される方は１回に限り、諮問のみ申請ができますので必ず申請し

て下さい。 

       ※詳細については、別途お知らせします 

 

 

  

 

自動車検査員教習試問合格に向けた特別講習会を開催致します。試問合格率アップを目的とした

勉強会となりますので、自動車検査員教習の申請者は受講することをお勧めします。 

 

◇受付期間  平成２１年５月１１日(月)～５月２９日(金) 

◇日  程  平成２１年７月初旬（３日間）予定   ９：００～１７：００ 

（詳細については、別途お知らせします） 

◇会  場  整備振興会 

◇申請書類  自動車検査員特別講習受講申込書１部 

申請書は振興会指導・教育部門窓口に用意します。 

振興会ホームページ（http://www.ams.or.jp）の会員ページからもダウンロード

できます。 

（検査員教習受講申請時に受講料を添えて併せてお申し込み下さい。） 

◇受 講 料  ９，０００円 

 

 

 
会報ＡＭＳ３月号でご案内致しました技術講習日程等について 

◇募集種目 

  一級小型（Ａ課程） ・ 二級ガソリン ・ 三級ガソリン  

◇募集人員 

種目 募集人員数 

一級小型（Ａ課程） １５ 

二級ガソリン ２５ 

三級ガソリン ２５ 

（募集人員１０人未満の場合は開講いたしません。） 

◇受講申込み 

  ①申込期間       ３月９日（月）～４月１０日（金） 

  ②受講申込み方法  受講希望者は受講申請書（教育課窓口にあります）に必要事項を 

記入のうえ、受講料を添えてお申し込み下さい。 

 

自動車検査員教習特別講習会を実施します 

第１１３期技術講習所受講生募集案内 
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◇受講料 

種目  受講料 備記 

会員 ８７，０００
１級小型 

会員外 １２５，０００

会員 ５７，０００
二級ガソリン 

会員外 ８２，０００

会員 ５７，０００
三級ガソリン 

会員外 ８２，０００

受講料には、テキスト代・資料

代を含みます。 

◇講習日程 

 ☆講習日は、都合により変更する場合があります。 

  ①一級小型（Ａ課程）   木曜日の３０日間 （◆のみ火曜日） 

年 月 講  習  日 

４ ◆２８（火） ３０（木）  

５   ７（木） １４（木） ２１（木） ２８（木）  

６ ４（木） １１（木） １８（木） ２５（木）  

７ ９（木） １６（木） ２３（木） ３０（木）  

８ ６（木） ２０（木） ２７（木）  

９ ３（木） １０（木） １７（木） ２４（木）  

１０ １（木）  ８（木） １５（木） ２２（木） ２９（木） 

１１ ５（木） １２（木） １９（木）  

２１年 

１２ ３（木）  

 

②二級ガソリン・三級ガソリン   原則火曜日の２０日間 （◆マーク曜日注意 ）          

月 講  習  日 

４ ２８（火）  

５ ◆８（金） １２（火） １９（火） ２６（火）  

６ ２（火）  ９（火） １６（火） ２３（火） ３０（火） 

７ ７（火） １４（火） ２１（火） ２８（火）  

８ ４（火） ◆８（土） １１（火） １８（火） ２５（火） 

９ １（火）  

                                             

④開講式（全課程） 平成２１年４月２８日（火）  講習開始初日に行います。 

      ※９：００より開講式を始めます。  

修了式 二級、三級課程  平成２１年９月１６日（水） 

 一級小型（Ａ課程） 平成２１年１２月中旬（予定） 

 

⑤講習時間    ９：２０～１６：００   （１日 ６時限） 
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◇受講資格（実務経験は講習修了日までとする） 

一級小型（Ａ課程） 
二級ガソリン及び二級ジーゼル整備士の両資格取得者で、いずれか一方の技能

検定合格の日から自動車の整備作業に関して３年以上の実務経験を有する者 

二級ガソリン 

三級の技能検定に合格した者で技能検定合格の日から自動車の整備作業に関

して３年以上の実務経験を有する者 

（大学機械科卒１．５年、高校機械科卒２．０年） 

三級ガソリン 
自動車の整備作業に関して、１年以上の実務経験を有する者 

（大学機械科卒０．５年、高校機械科卒０．５年） 

◇その他 

  ①本講習は検定試験の実技試験免除の講習です。 

  ②受講者は、白色作業服を着用していただきます。 

  ③デジタルサーキットテスタをご用意下さい（ポケット型は不可） 

  ※自動車整備商工組合購販課で下記の物を取り扱っています。  

☆ 白色作業服 ３，０４５円（Ｓ～３Ｌまで） 

        ３，２５５円（４Ｌ～ＢＸＬ） 

☆ デジタル サーキットテスタ ７，０００円 

 

ご不明の点は下記にお問い合せ下さい。 

（社）山梨県自動車整備振興会 教育課  

ＴＥＬ ０５５－２６２－４４２２ ＦＡＸ ０５５－２６３－４４２０ 

 

 

 

《登録試験》 
 《検定試験》 

学科試験 実技試験 

種 
 
 
 

目 

二級自動車シャシ 

二級ガソリン 

二級ジーゼル 

二級２輪 

三級シャシ 

三級ガソリン 

三級ジーゼル 

車体 

二級ジーゼル 

三級ガソリン 

受
付
期
間 

平成２１年５月７日（木）～

５月１５日（金）

平成２１年８月３日（月）～７日（金） 

実技試験受験手数料の納付期間 

※上記期間に申請し、学科合格後に実技を受験する者

平成２１年１０月２６日（月）～３０日（金） 

試
験
日 

学
科 

平成２１年７月１５日（水） 平成２１年１０月４日（日）

 

第 
 

１ 
 

回 

試
験
日 

実
技 

平成２１年８月２６日（水）

 

平成２１年１月１７日（日） 

平成２１年度検定試験及び技能登録試験実施計画 
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種 
 
 
 

目 

 一級小型 

二級ガソリン 

二級ジーゼル 

二級シャシ 

三級シャシ 

三級ガソリン 

三級ジーゼル 

三級２輪 

電気装置・車体 

一級小型 

受
付
期
間 

 平成２２年１月１８日（月）～２２日（金） 

実技試験受験手数料の納付期間 

※上記期間に申請し、学科合格後に実技を受験する者

平成２２年５月３１日（月）～６月４日（金） 

学
科
試
験
日 

 
筆記 

平成２２年３月２１日（日）

口述 

平成２２年５月 ９日（日）

 

第 
 
 
 

二 
 
 
 
 

回 

試
験
日

実
技 

  

平成２２年８月２２日（日） 

 

 

 

 

第１１２期技術講習所は、平成２０年１０月１４日（火）開講、平成２１年３月１２日（木）に

終了しました。その種目別の修了状況は次のとおりでした。 

種目 受講者 中止者 修了者 

二級ガソリン １６ ０ １６ 

二級シャシ ２４ ０ ２４ 

三級ガソリン ２０ ０ ２０ 

合計 ６０ ０ ６０ 

 

  

 

標記登録試験が、３月２２日（日）振興会研修センターにおいて実施されました。受験者数は次

のとおりでした。 

種目 受験者 種目 受験者 

一級小型（筆記） ２１  三級シャシ ２ 

二級ガソリン ６１  三級ガソリン ４８ 

二級ジーゼル ４５  

二級シャシ ２４  
合 計 ２０１ 

 

第１１２期技術講習所修了状況について 

平成２０年度第２回自動車整備士技能登録試験 
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標記自動車検査員教習試問が２月１０日（火）に実施され、その結果は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

低圧電気の取り扱い（ハイブリッド車）の講習を下記の要領でいます。 

◇申込期間   平成２１年４月１３日（月）～平成２１年５月８日（金）まで   

◇講習日    平成２１年５月１８日（月） 

◇時間     ９：００～１７：００ 

◇講習場所   山梨県自動車整備振興会 研修センター 

◇時間割 

時 間 講 習 項 目 

９：００～１０：３０ 電気の基礎、電気回路の点検 

１０：３０～１１：３０ 電気の安全に必要な基礎知識 

１１：３０～１２：００ 関係法令と低圧電気取り扱い安全 

１３：００～１４：００ 低圧電気取り扱い安全と救急処置法 

１４：００～１５：００ ハイブリッド車作業上の心得と注意 

１５：００～１６：３０ ハイブリッド車の整備（実習） 

１６：３０～１７：００ 試問 解説 

 

◇受講料   ６，３００円（テキスト代込み） 

◇講習修了証 講習修了証書を授与しますので、整備士手帳もお持ち下さい。 

       受講証明を致します。 

◇申込み   巻末の申込書にご記入の上、受講料を添えてお申込み下さい。 

 

 

 

 

 

社団法人日本自動車整備振興会連合会では、自動車整備士の評価、社会的地位向上を目指した「自 

動車整備技術認定資格制度」を創設しました。 

 ２級自動車整備士を対象とした「整備技術スーパーアドバイザー」、１級自動車整備士を対象と 

した「整備技術コンサルタント」等の認定資格のための教習を開催いたします。 

教習受講を希望される方は受講申込書に必要事項を記入し４月３０日（金）までに FAX または、 

教育部門窓口までお申し込み下さい。皆様のチャレンジをお待ちしています。 

２級自動車整備士向けの「スーパーアドバイザー本教習」は、１級自動車整備士講習の総合診断 

に準ずる内容です。 

 

１．資格取得要件 

（１）整備技術スーパーアドバイザー 

① ２級自動車整備士 （２級自動車シャシ整備士を除く） 

申請者数 受験者数 合格者数 合格率（％） 

４１ ３９ ２５ ６４．１０ 

低圧電気取扱い特別講習募集案内

平成２０年度第２回自動車検査員教習試問 

平成２１年度 自動車整備技術認定資格教習 

受講生募集のご案内 
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② 山梨県自動車整備振興会会員の事業場に勤務 

③ 実務経験３年以上 

④ 運転免許証が有効 （取消し、停止は不可） 

（２）整備技術コンサルタント 

① １級自動車整備士 

② 山梨県自動車整備振興会会員の事業場に勤務 

③ 実務経験３年以上 

④ 運転免許証が有効 （取消し、停止は不可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．受講申込み期間 

平成２１年４月１日（水）～４月３０日（金）まで 

３．教習の会場、日程等 

（１）教習会場 

山梨県自動車整備振興会 研修センター（笛吹市石和町唐柏７９０） 
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（２）教習日程 

①スーパーアドバイザー 本教習 （計３．５回開催） 

５月１３日（水）９：００～１６：００ 

５月２０日（水）９：００～１６：００ 

５月２７日（水）９：００～１６：００ 

６月 ３日（水）９：００～１１：５０ 

②スーパーアドバイザー及びコンサルタント 認定資格教習 （計１．５回開催） 

６月 ３日（水）１３：００～１６：００（自動車整備事業のビジョンと倫理綱領） 

６月１０日（水） ９：００～１６：００(自動車新技術） 

（３）申込み費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注意） 

・新技術免除については、整備主任者（技術）研修を受講されている方が対象です。検査員研修受

講のみでは対象となりませんのでご注意下さい。 

・上記価格は税込み、テキスト代を含みます。 

・認定ツールとは、認定証書額縁付、認定バッチ、認定看板額縁付（ID ステッカー１枚付）となり 

ます。 

 

本教習
料金

認定資格
教習料金

認定
ツール代

申請
手数料

費用合
計

10,000 8,500 26,250 5,250 50,000

10,000 1,500 26,250 5,250 43,000

不要 8,500 26,250 5,250 40,000

不要 1,500 26,250 5,250 33,000

新技術免除無し

新技術免除有り

新技術免除無し

新技術免除有り

スーパーアドバイザー

コンサルタント


